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佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1134回　  平成 22 年 10 月 6 日（水）

第1133回の記録　  平成 22 年 9 月 29 日

　本日は藤堂会長代理といたしまして、佐土原ロータリークラブ定款
第 10 条についてお話したいと思います。

第１０条　理事および役員
　第１節－管理主体。本クラブの管理主体は、細則の定めるところに
　　　　よって構成される理事会とする。
　第２節－権限。理事会は全役員および全委員会に対して総括的支配
　　　　力を持つものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれも罷
　　　　免することができる。
　第３節－理事会による最終決定。クラブのあらゆる事項に関する理
　　　　事会の決定は最終であって、クラブに対して提訴する以外に
　　　　はこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の
　　　　決定に関しては、会員は第１２条第６節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に
　　　　訴えることができる。
　　　　　このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の
　　　　出席を得て、その出席会員の３分の２の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、
　　　　当該例会の少なくとも５日前に、幹事は、各会員に対して当該提訴の予告をしなくてはならない。
　　　　もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
　第４節―役員。クラブの役員は、会長、会長エレクト、１名または数名の副会長、幹事、会計、および会
　　　　場監督とする。
　　　　　このうち、会長、会長エレクトおよび副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、会
　　　　計および会場監督は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、又そうでなく
　　　　てもよい。
　第５節－役員の選挙。
　　(ａ)　会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会
　　　　長を除き、各役員は選挙された直後の７月１日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙さ
　　　　れかつ適格となるまで在任するものとする。
　　(ｂ)　会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、就任する日の直前18ケ月以上 2年以内に選
　　　　挙されるものとし、選挙された時点から会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、会長
　　　　として就任する前の年度の 7月 1日に、会長エレクトの役職名が与えられるものとする。会長は、
　　　　７月１日に就任し、１年間、または後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当た
　　　　るものとする。
　　(ｃ)　資格要件。各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会員でなければならない。会
　　　　長エレクトは、ガバナー・エレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区
　　　　協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を
　　　　必ず派遣しなければならない。
　　　　　この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナー・エ
　　　　レクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび郁協議会に出席しない場合は、あ
　　　　るいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはク
　　　　ラブ会長に就任できないものとする。
　　　　　このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会、もしくはガバナ
　　　　ー・エレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が正式な手続きによって選挙されるま
　　　　で、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。

週報
１．点　　　　　　　鐘
２．国　 歌　 斉　 唱
３．ロータリーソング
　　「我 ら の 生 業」
４．四 つ の テ ス ト
５．会　長　の　時　間
６．幹　 事　 報 　告
７．10 月のセレモニー
８．出　 席　 報　 告
９．委　員　会　報　告
10．会　 員　 卓　 話
　　「加藤　由起子君」
11．点　　　　　　　鐘
12．理 事 ・ 役 員 会

本日のプログラム 会　　長 ： 藤堂　孝一
副 会 長 ： 日高　邦孝
幹　　事 ： 村上　　實
会報委員長 ： 林　　厚雄
会　　計 ： 郡司　武俊
事 務 局 ： 吉野由里子
　宮崎市佐土原町下田島
　　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　佐土原商工会 2Ｆ
　　TEL：0985-73-2567

10月13日（水）・・・会員卓話「日高邦孝君」

10月20日（水）・・・フォーラム「職業奉仕について」

10月27日（水）・・・会員卓話「永野　陽子君」

【職業奉仕月間】

佐土原ロータリー月間テーマ
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会長の時間 ＜ 会長エレクト　荒武　義博君 ＞



　　四つのテスト
　「言行はこれに照らしてから」

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO　出席状況　第 1128 回

　　　平成 22 年 8 月 25 日 ( 水 )

会　 員 　数　　　26 名
 　　　 (免除会員 2 名 )
出 席 者 数　　　21 名
欠 席 者 数　 　  5 名
出 　席　 率　　  87.0 ％
メークアップ　 　　0名
修正出席率 　   87.0 ％
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出席報告 ＜ 代理 SAA　中武　幹雄君 ＞

２５名会員（免除２名）

欠席　　　５名

出席　　２６名

出席率　８６％

※岩切　正司君～　財団へ
※中武　幹雄君～　前日孫の祖父母会に参加してきました。　財団へ
※梶田　與之助君～財団へ
※荒武　由美さん～ 9月セレモニーお返しに　　ニコニコへ
※藤堂　孝一君～　先週新聞に載りました。広告代として　　財団へ
※垂水　敏雄君～　我が国の前途が平安であるよう祈念します。　財団へ
※松田　真幸君～　9月セレモニーお返しに　　ニコニコへ
※村上　　實君～　息子の結婚、1年に 1度の脳検査、結果良好・・１年間がんばります。　ニコニコへ
※岩切　正司君～　次期荒武会長よろしくお願いいたします。　財団へ

ハッピーBOX披露

幹事報告 ＜ 幹事　村上　實君 ＞
※例会変更届け～無し
※ガバナー事務所～
　クラブ定款第４条 「綱領」
　翻訳問題についてのアン
　ケート調査について
※ガバナー事務所～
　在日外国人を対象にした
　プロジェクト （語学教室
　など）についての案内

本日のビジター

西都RC　吉鷹司郎さん

会員卓話 ＜ 福井　輝文君＞

３分間スピーチ

水浦　達博 君 垂水　敏雄 君

岩切　正司 君 ～ 例会の様子 ～
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